
商法（運送・海商関係）部会参考資料 １７ 

「平水区域」の変遷 
 
 船舶安全法施行規則【現行】 

（昭和３８年運輸省令第４１号） 

第２条第６項 

船舶安全法施行規則 

（昭和９年逓信省令第４号） 

第２６条 

船舶検査法施行細則 

（明治３３年逓信省令第８７号） 

第５２条 

船舶検査法施行細則 

（明治３０年逓信省令第６号） 

第１５条第４ 

 この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港

内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合にお

いて、港の区域は、港則法（昭和二十三年法律第百七

十四号）に基づく港の区域の定めのあるものについて

は、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告

示で定めたときは、その区域とする。 

平水区域ハ湖川港内及左ニ掲グル各

区域トス 
平水航路トハ湖川港内及ヒ左ニ掲

クル各区内ノ航路ヲ謂フ 
① 湖川港内 

東京湾 ① 千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた

線及び陸岸により囲まれた水域 
① 神奈川県三浦郡千駄埼ヨリ同郡

笠島ヲ経テ千葉県君津郡富津埼ニ

至ル線内 

① 相模国観音埼ヨリ上総国富津

ニ至ル線内 
② 相模国観音崎ヨリ上総国富津

ニ至ル線内 

駿河湾 ② 静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び

陸岸により囲まれた水域 
② 静岡県安倍郡三保埼ヨリ同県田

方郡御浜埼ニ至ル線内 
② 駿河国三保埼ヨリ伊豆国戸田

港ニ至ル線内 
③ 駿河国三保崎ヨリ伊豆国戸田

港ニ至ル線内 
伊勢湾・

三河湾 
③ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八

十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から

同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻

まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

③ 愛知県渥美郡伊良湖埼ヨリ三重

県志摩郡菅島ヲ経テ同郡松ケ鼻ニ

至ル線内 

③ 三河国伊良湖埼ヨリ志摩国菅

島ニ至ル線内 
④ 三河国伊良胡崎ヨリ志摩国菅

島ニ至ル線内 

的矢湾 ④ 三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
   

英虞湾 ⑤ 三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸

岸により囲まれた水域 
   

那智勝浦

町 
⑥ 和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸

岸により囲まれた水域 
④ 和歌山県東牟婁郡駒埼ヨリ同郡

太地埼ニ至ル線内 
  

大阪湾 ⑦ 和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六

度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から兵

⑤ 和歌山県有田郡宮埼ヨリ同県海

草郡田倉埼ヲ経テ兵庫県津名郡生

④ 紀伊国宮埼ヨリ加太浦ニ至ル

線内 
⑤ 紀伊国宮崎ヨリ加太港ニ至ル

線内 
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庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から

三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 
石鼻ニ至ル線及同郡江埼灯台ヨリ

真方位三百三十度ニ引キタル線内 
⑤ 紀伊国友ケ島水道及ヒ播磨国

明石瀬戸以内ノ沿岸 
⑥ 紀伊国苫ケ島海峡及播磨国明

石海峡以内ノ沿岸 
瀬戸内海 ⑧ 兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引

いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで

引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛

媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二

千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八

島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島鳥帽子

鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引

いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、

同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台

から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた

線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸に

より囲まれた水域 

⑥ 兵庫県加古郡加古川口ヨリ兵庫

県飾磨郡男鹿島及香川県小豆郡大

角鼻ヲ経テ同県大川郡馬ノ鼻ニ至

ル線、愛媛県温泉郡響山ヨリ山口

県大島郡平郡島ヲ経テ同県熊毛郡

長島東端ニ至ル線竝ニ同島小山ノ

鼻ヨリ同郡揖取埼ニ至ル線内 

⑥ 播磨国室津ヨリ小豆島大角鼻

ヲ経テ讃岐国小田鼻ニ至ル線内

及ヒ讃岐国多度津ヨリ備中国青

佐鼻ニ至ル線内 
⑦ 讃岐国多度津ヨリ備中国青佐

鼻ニ至ル線内及ヒ伊予国梶取埼

ヨリ岡村島、安芸国大埼上島ヲ

経テ三津ニ至ル線内 
⑧ 伊予国梶取埼ヨリ岡村島、安

芸国大埼上島ヲ経テ三津ニ至ル

線内及ヒ伊予国三津浜ヨリ周防

国屋代島ヲ経テ上ノ関ニ至ル線

内 

⑦ 播磨国室津ヨリ小豆島大角崎

ヲ経テ讃岐国小田鼻ニ至ル線内

及讃岐国三崎ヨリ備後国鞆ニ至

ル線内 
 
 
 
 
⑧ 備後国鞆ヨリ伊予国今治ニ至

ル線内及伊予国三津浜ヨリ周防

国屋代島ヲ経テ上ノ関ニ至ル線

内 

 ⑨ 削除【山口県島田川口左岸から同県笠戸島火振埼

から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同

地点から同県向島翁埼まで引いた線、同島牛ケ頸か

ら同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた

水域】 

⑦ 山口県熊毛郡島田川口ヨリ同県

都濃郡笠戸島火振埼ヲ経テ同県佐

波郡向島翁埼ニ至ル線及同島牛ヶ

頸ヨリ同県吉敷郡丸尾埼ニ至ル線

内 

  

関門海峡 ⑩ 山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メ

ートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点

まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福

岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの

地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引

いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及

び陸岸により囲まれた水域 

⑩ 山口県厚狭郡宇部岬ヨリ福岡県

企救郡尾上川口ニ至ル線竝ニ福岡

県遠賀郡沖田埼ヨリ同県企救郡馬

島及山口県豊浦郡六連島ヲ経テ同

郡村崎鼻ニ至ル線内 

⑩ 豊前国今津ヨリ長門国本山鼻

ニ至ル線内及ヒ筑前国若松ヨリ

長門国六連島ヲ経テ村崎鼻ニ至

ル線内 

⑩ 豊前国今津ヨリ長門国本山鼻

ニ至ル線内及筑前国若松ヨリ長

門国六連島ヲ経テ村崎鼻ニ至ル

線内 

宇和島市 ⑪ 愛媛県女子鼻から同県大埼灯台から二百九十度四

千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉

島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島

西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台ま

⑧ 愛媛県西宇和郡女岬埼ヨリ同県

東宇和郡大埼ヲ経テ同県北宇和郡

赤埼鼻ニ至ル線内 
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で引いた線及び陸岸により囲まれた水域 
 

別府湾 ⑫ 大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メ

ートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢

島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台

まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引い

た線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 

⑨ 大分県東国東郡美濃埼ヨリ同県

北海部郡関埼、同郡沖無垢島、同

郡保戸島及同県南海部郡大島ヲ経

テ同郡鶴見埼ニ至ル線内 

⑨ 豊後国地蔵埼ヨリ美濃埼ニ至

ル線内 
⑨ 豊後国地蔵崎ヨリ美濃崎ニ至

ル線内 

鹿児島湾 ⑬ 鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた

線及び陸岸により囲まれた水域 
⑳ 鹿児島県揖宿郡金比羅ノ鼻ヨリ

同県肝属郡小根占埼ニ至ル線内 
⑲ 薩摩国山川港ヨリ大隅国小根

占川ニ至ル線内 
⑱ 薩摩国山川港ヨリ大隅国小根

占川ニ至ル線内 
瀬戸内町 ⑭ 鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島

カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西

端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高

埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼

まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで

引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

㉑ 鹿児島県大島郡奄美大島神ノ鼻

ヨリ同郡加計呂麻島「カネンテ」

埼ニ至ル線及同島西端ヨリ同郡江

仁屋離、同郡奄美大島曾津高埼及

同郡枝手久島戸倉埼ヲ経テ同郡奄

美大島倉木埼ニ至ル線内 

  

中城湾 ⑮ 沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五

百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九

百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島

東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百

四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同

地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により

囲まれた水域 

   

本部町 ⑯ 沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台か

ら百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台か

ら二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた

線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた

線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により

囲まれた水域 

   

羽地内海 ⑰ 沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度九

千二百メートルの地点から古宇利島北端まで引いた
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線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域 
慶良間 ⑱ 沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南

端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引

いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた

線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島

北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域 

   

宮古島 ⑲ 沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引

いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた

線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同

島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端か

ら大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピ

ンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

   

石垣島 ⑳ 沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで

引いた線、同島南端から新城島（下地）南端まで引

いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表

島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域 

   

西表島 ㉑ 沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島

北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目

埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

   

有明海 ㉒ 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二

百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、

同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島

ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた

線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線

及び陸岸により囲まれた水域 

⑲ 長崎県南高来郡瀬詰埼ヨリ熊本

県天草郡天草下島大島埼ニ至ル

線、同島鶴埼ヨリ同郡下須島「ビ

シヤゴ」瀬ノ鼻ニ至ル線、同島尾

埼ヨリ鹿児島県出水郡長島大埼ニ

至ル線及同島南端ヨリ真方位九十

度ニ引キタル線内 

⑰ 肥前国口ノ津ヨリ肥後国天草

島大島埼ニ至ル線内 
⑯ 肥前国口ノ津ヨリ肥後国天草

島大島崎ニ至ル線内 
⑱ 肥後国天草島牛深港及ヒ黒瀬

戸以内 
⑰ 肥後国天草島井深港及黒瀬戸

以内 

長崎湾 ㉓ 長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸

岸により囲まれた水域 
⑱ 長崎県西彼杵郡三重埼ヨリ同郡

野母埼ニ至ル線内 
⑯ 肥前国野母埼ヨリ三重埼ニ至

ル線内 
⑮ 肥前国野母崎ヨリ三重崎ニ至

ル線内 
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佐世保湾 ㉔ 長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた

線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、

同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島

鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見

埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲ま

れた水域 

⑯ 長崎県北松浦郡大瀬埼ヨリ同郡

平戸島魚見埼ニ至ル線及同島坊山

埼ヨリ同郡黒島ヲ経テ同郡七郎埼

ニ至ル線内 

  

⑰ 長崎県北松浦郡向後埼ヨリ同県

西彼杵郡番所埼ニ至ル線内 
⑮ 肥前国向後埼ヨリ番所埼ニ至

ル線内 
⑭ 肥前国向後崎ヨリ番所崎ニ至

ル線内 
五島中通

島 
㉔の２ 長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼

まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻ま

で引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

   

対馬 ㉕ 長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二

度千メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同

島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼か

ら三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼ま

で引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

⑮ 長崎県上県郡唐洲埼ヨリ同県下

県郡郷埼ニ至ル線及同郡折瀬鼻ヨ

リ真方位零度ニ引キタル線内 

⑬ 対馬国唐洲埼ヨリ郷埼ニ至ル

線内 
 

伊万里市 ㉖ 佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同

島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北

西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端

から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた

水域 

⑭ 佐賀県東松浦郡値賀埼ヨリ同郡

向島、長崎県北松浦郡黒島及同郡

青島ヲ経テ同郡津埼ニ至ル線内 

⑭ 肥前国津埼ヨリ鷹島ヲ経テ値

賀埼ニ至ル線内 
⑬ 肥前国津崎ヨリ鷹島ヲ経テ値

賀崎ニ至ル線内 

唐津湾 ㉗ 福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、

同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北

端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲ま

れた水域 

⑬ 福岡県糸島郡串埼ヨリ佐賀県東

松浦郡神集島及同郡加部島ヲ経テ

同郡波戸埼ニ至ル線内 

⑫ 筑前国鹿家埼ヨリ肥前国神集

島ヲ経テ呼子港ニ至ル線内 
⑫ 筑前国鹿家崎ヨリ肥前国神集

島ヲ経テ呼子港ニ至ル線内 

博多湾 ㉘ 福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及

び陸岸により囲まれた水域 
⑫ 福岡県糸島郡西浦三埼ヨリ同県

糟屋郡志賀島大埼ニ至ル線内 
⑪ 筑前国西浦三埼ヨリ志賀島大

埼ニ至ル線内 
⑪ 筑前国西浦崎ヨリ志賀島大崎

ニ至ル線内 
油谷湾 ㉙ 山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸に

より囲まれた水域 
   

仙崎湾・

深川湾 
㉚ 山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、

同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域 
 

⑪ 山口県大津郡今岬ヨリ同郡青海

島西北端ニ至ル線及同島東端ヨリ

同県阿武郡虎ケ埼ニ至ル線内 
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隠岐島前 ㉛ 島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端

まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引

いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及

び陸岸により囲まれた水域 

㉒ 島根県知夫郡知夫島帯ケ埼ヨリ

同郡西ノ島漕廻鼻ニ至ル線、同島

東端ヨリ同県海士郡中ノ島北端ニ

至ル線及同島木櫓ケ埼ヨリ同県知

夫郡知夫島東端ニ至ル線内 

  

境港市 ㉜ 島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引

いた線及び陸岸により囲まれた水域 
㉓ 島根県八束郡地蔵埼ヨリ鳥取県

西伯郡日野川口ニ至ル線内 
⑳ 出雲国地蔵埼ヨリ伯耆国日野

川ニ至ル線内 
⑲ 出雲国地蔵崎ヨリ伯耆国日野

川ニ至ル線内 
舞鶴湾 ㉝ 京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
㉔ 京都府与謝郡鷲埼ヨリ同県加佐

郡博奕岬ニ至ル線内 
㉑ 丹後国鷲埼ヨリ博奕埼ニ至ル

線内 
⑳ 丹後国鷲崎ヨリ博奕崎ニ至ル

線内 
小浜湾 ㉞ 福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸

岸により囲まれた水域 
   

敦賀湾 ㉟ 福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
㉕ 福井県敦賀郡立石埼ヨリ同郡

「ヲカ」埼ニ至ル線内 
㉒ 越前国立石埼ヨリヲカ埼ニ至

ル線内 
㉑ 越前国立石崎ヨリヲカ崎ニ至

ル線内 
富山湾 ㊱ 石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口

右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 
㉖ 石川県鳳至郡沖波鼻ヨリ同県鹿

島郡観音埼ニ至ル線内 
㉓ 能登国観音埼ヨリ沖波鼻ニ至

ル線内 
㉒ 能登国観音崎ヨリ沖波鼻ニ至

ル線内 
陸奥湾 ㊲ 青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
㉗ 青森県東津軽郡明神埼ヨリ同県

下北郡貝埼ニ至ル線内 
㉔ 陸奥国平館ヨリ九艘泊ニ至ル

線内 
㉓ 陸奥国平館ヨリ九艘泊ニ至ル

線内 
函館市 ㊳ 北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び

陸岸により囲まれた水域 
㉙ 北海道上磯郡葛登支岬ヨリ同亀

田郡函館山大鼻岬ニ至ル線内 
㉖ 渡島国函館山尾花埼ヨリ万登

支岬ニ至ル線内 
㉕ 渡島国函館山尾花岬ヨリ葛登

支岬ニ至ル線内 
寿都湾 ㊴ 北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引い

た線及び陸岸により囲まれた水域 
㉚ 北海道寿都郡弁慶岬ヨリ同磯谷

郡尻別川口ニ至ル線内 
㉗ 後志国弁慶岬ヨリ磯谷ニ至ル

線内 
㉖ 後志国弁慶岬ヨリ磯谷ニ至ル

線内 
小樽市 ㊵ 北海道高島岬から百三十七度に引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
㉛ 北海道高島郡高島岬ヨリ同小樽

郡神居古潭ニ至ル線内 
㉘ 後志国高島岬ヨリカムイコタ

ンニ至ル線内 
㉗ 後志国日和山ヨリ神渓岬ニ至

ル線内 
別海町 ㊵の２ 北海道野付埼灯台から二百四十九度に引いた

線及び陸岸により囲まれた水域 
   

厚岸町 ㊶ 北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、

同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域 

㉜ 北海道釧路郡尻羽岬ヨリ同厚岸

郡大黒島ヲ経テ同郡「ルムセシ

マ」岬ニ至ル線内 

㉙ 釧路国尻羽岬ヨリ大黒島ヲ経

テルムセシマ岬ニ至ル線内 
㉘ 釧路国尻羽崎ヨリ大黒島ヲ経

テルムセシマ岬ニ至ル線内 

宮古市 ㊷ 岩手県姉ケ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸

岸により囲まれた水域 
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山田町 ㊸ 岩手県小根ケ埼から同県館ケ埼まで引いた線及び

陸岸により囲まれた水域 
   

大槌町 ㊹ 岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
   

釜石市 ㊺ 岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸

により囲まれた水域 
   

大船渡市 ㊻ 岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線

及び陸岸により囲まれた水域 
   

気仙沼市 ㊼ 宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から百五

十度千メートルの地点まで引いた線、同地点から同

県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 

   

女川町 ㊽ 宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同

島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸に

より囲まれた水域 

   

石巻市 ㊽の２ 宮城県渡波尾埼灯台から二百七十四度三十分

一万三百メートルの地点まで引いた線、同地点から

三百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた水

域 

   

松島湾 ㊾ 宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線

及び陸岸により囲まれた水域 
㉘ 宮城県宮城郡花淵埼ヨリ同県桃

生郡宮戸島萱ノ埼ニ至ル線内 
㉕ 陸前国花淵埼ヨリ宮戸島萱ノ

埼ニ至ル線内 
㉔ 陸前国花淵崎ヨリ宮戸島萱ノ

崎ニ至ル線内 
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